




鴻巣市議会議員政治倫理審査会における審査の経過及び結果 

１ 審査会の設置 

鴻巣市議会議員政治倫理条例第７条第１項第２号の規定に基づき、審査請求代表者

金子雄一議員外１１名の議員より鴻巣市議会議員政治倫理審査請求書の提出があり、同

条例第８条の規定により、議長は、令和７年６月２３日に審査会を設置し、次の６名の議

員を審査会の委員に任命した。 

 

    田中 克美 議員     大塚 佳之 議員     金澤孝太郎 議員   

潮田 幸子 議員     諏訪三津枝 議員     小泉 晋史 議員   

 

２ 審査の目的 

織田京子議員が、議長として知るに至った警察の捜査情報を、被疑者に伝えたことに

ついて、 

  （政治倫理基準） 

・鴻巣市議会議員政治倫理条例第４条第６号 

市民の代表者として、その品位を損なうような行為を慎み、その職務に関して、不 

正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。 

に抵触するかどうか審査をした。 

 

３ 審査の経過 

【第１回審査会】 

 令和７年６月２３日（月）、全委員出席のもと第１回審査会を開催し、鴻巣市議会議

員政治倫理条例施行規程第４条の規定により「会長・副会長の互選について」協議し、

審査会の会長に小泉晋史委員、副会長に潮田幸子委員が互選された。 

 次に、「会議の公開・非公開について」、「審査請求内容の報告」、「今後の審査会日程

(案)について」協議した。 

 

 【第２回審査会】 

諸般の事情により延期していた審査会の活動の再開に目途がついたことから、令和

７年９月３日（水）、全委員出席のもと第２回審査会を開催し、今後のスケジュール等

について協議し、次回の開催日及び議題について協議した。 

 

【第３回審査会】 

   令和７年９月１９日（金）、全委員出席のもと第３回審査会を開催し、鴻巣市議会議

員政治倫理条例第９条第３項の規定により、審査請求代表者から事情聴取・質疑応答

を行った。審査請求代表者から提出された鴻巣市議会議員政治倫理審査請求書及び同

請求書の別紙の鴻巣市議会議員政治倫理審査請求理由について説明を受け、委員との

質疑応答を行った。 

   次に、鴻巣市議会議員政治倫理条例第９条第１項第１号の規定による審査請求の適



否について審議を行い、当該事案については本審査会で審査するにあたり、審査に適

すると判断した。 

   次に、鴻巣市議会議員政治倫理条例第９条第２項の規定により、審査対象者である

織田京子議員から事情聴取・質疑応答を行った。 

   次に、鴻巣市議会議員政治倫理条例第９条第３項の規定により、参考人として芝嵜

和好議員に出席を求め、意見聴取を行った。 

 

 【第４回審査会】 

   令和７年１０月２日（木）、全委員出席のもと第４回審査会を開催し、鴻巣市議会

議員政治倫理条例第９条第３項の規定により、参考人として、羽鳥 健議員、秋谷 修

議員、竹田悦子議員に出席を求め、意見聴取を行った。 

 

 【第５回審査会】 

   令和７年１０月１６日（木）、全委員出席のもと第５回審査会を開催し、鴻巣市議

会議員政治倫理条例第９条第３項の規定により、参考人として矢島洋文議員、潮田幸

子議員、小泉晋史議員に出席を求め、意見聴取を行った。 

   次に、鴻巣市議会議員政治倫理条例第９条第３項の規定により、審査請求代表者で

ある金子雄一議員から事情聴取・質疑応答を行った。 

   次に、鴻巣市議会議員政治倫理条例第９条第２項の規定により、審査対象者である

織田京子議員より事情聴取・質疑応答を行った。 

 

 【第６回審査会】 

   令和７年１１月６日（木）、全委員出席のもと第６回審査会を開催し、鴻巣市議会議

員政治倫理条例第９条第１項第２号の規定により、同条例第４条第６号に規定する政

治倫理基準に違反する行為又は事実の有無について、審査を行い、審査請求書に記載

のある違反行為に対して、審査会として、審査請求書、審査請求代表者、審査対象者、

参考人からの事情聴取や意見聴取を踏まえて審査を行い、同号に違反しているとの結

論に至った。 

   次に、違反しているとの結論を受け、鴻巣市議会議員政治倫理条例第９条第１項第

３号の違反行為等があると認めた場合における審査の対象となった議員に対する措置

について審査し、同条第４項第２号に規定する本会議における謝罪文の朗読に決定し

た。 

 

 【第７回審査会】 

   令和７年１１月２０日（木）、全委員出席のもと第７回審査会を開催し、鴻巣市議会

議員政治倫理審査結果報告書（案）、鴻巣市議会議員政治倫理審査会における審査の経

過及び結果（案）及び本会議における謝罪文（案）について、各委員の意見を聞き、

審査会としての意見をとりまとめ、鴻巣市議会議員政治倫理審査結果報告書、鴻巣市

議会議員政治倫理審査会における審査の経過及び結果を本審査会の結果報告として議

長へ提出することとなった。 



４ 審査の結果 

 

⑴ 当該審査請求の適否（条例第９条第１項第１号） 

 

審査結果 ⇒ 審査に適すると判断 

 

 

⑵ 第４条に規定する政治倫理基準又は第５条に規定する請負の契約に関する遵守事項

に違反する行為又は事実の有無（条例第９条第１項第２号） 

 

  審査結果 ⇒ 鴻巣市議会議員政治倫理条例第４条第６号に違反しているものと判断 

 

 

⑶ 違反行為等があると認めた場合における審査の対象となった議員に対する措置（条

例第９条第１項第３号） 

 

 審査結果 ⇒ 鴻巣市議会議員政治倫理条例第９条第４項第２号の措置に決定 


